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北上市議会議長 八重樫 七郎 様 

議 席 番 号  １７番 

北上市議会議員  三 宅  靖  ○印 

一 般 質 問 通 告 書 

今期通常会議において、次のとおり一般質問をしますから、北上市議会会議規則第

61 条第２項の規定により通告します。 

質 問 事 項  ２．北上金ヶ崎パシフィックルートについて 

質   問   の   要   旨 
答 弁 を 

求める者 

「北上金ヶ崎パシフィックルート」という呼称は、北上金ヶ崎インター 

市 長 

チェンジから釜石港に至る経路を、三陸地域と北上川流域とを結ぶ物流ル 

ート、産業基幹路線として確立していく必要があるという認識の元に、令 

和２年度の岩手県との政策協議の中で県への要望事項として出されたも 

のですが、その当時のルートが令和３年度に変更されている事から、次の 

２点を質問します。 

（１）過去の（仮称）新国見橋整備要望について 

① 平成 29 年度の県への要望では、物流車両や通勤車両が多く、その経路には現 

在の国見橋しか無い為、下流に「（仮称）新国見橋」の整備を要望していたが、 

この時点で、新国見橋の必要性はどの程度、重要だと捉えていたのか。 

② この要望は、令和２年度に「北上金ヶ崎パシフィックルート」整備の要望に代 

  わっているが新国見橋整備の単独要望から変えた経緯は。 

（２）（仮称）新国見橋を整備しない 

北上金ヶ崎パシフィックルートについて 
① 令和２年度「北上金ヶ崎パシフィックルート」整備の要望の際には、（仮称） 

  新国見橋を経由したルートとして要望していたが、令和３年度の要望の際には、 
  江崎大橋を経由したルートに大きく変更されたが、その理由は。 

② 新しいルートは、北上市をほとんど通らないが、当市にとってのメリットは 
  何か。 
 
 
 

 

 

＜記入上の注意＞ (1) 質問事項１件につき一般質問通告書１枚の使用としてください。 

         (2) 質問事項は一覧表にして配布しますので明確に記入してください。 

         (3) 質問の要旨は箇条書でも結構ですから具体的に記入してください。 

 


